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平成 27年 3月 26日 

平成 27年 4月 6日追加 

平成 27年４月７日追加 

 

事業化状 

事業化状況・知的財産等報告システム操作マニュアル正誤表 

 

平成 27年４月７日 修正 

 

１１頁 

操作マニュアルの補足 パスワードを忘れた場合 

変更申請している事業者の場合は、確定通知書に記載された補助金交付決定額は当初の額であり、や補助事業

に要した経費については税込みのため、実績報告書の経費明細を参照してください。 

 

１８頁 

１．現在の状況について 

設備投資のみ、試作開発等で転用申請を出した事業者は事業化ありで申請してください。 

段階は５段階あります。 

 

２．継続試作開発の状況について 

①成果、事業化の見通し等について記入してください。 

この欄に、事業化ありとしていながら、販売金額０の理由を、報告基準日(3/31)、事業開始年月日、決算期との

関係で説明してください。 

 

３．事業化に関する状況について 

提出された報告書のなかに事業化ありとしていながら、製品名の記載がないものがあります。 

設備投資のみ、試作開発等で転用申請を出した事業者は事業化ありです。 

また、販売されていない場合でも、今後の事業化状況の報告として、販売予定の製品名を記載し、損益計算書

をもとに原価総額を記載し、当該事業の原価は０を記入します。 

 

添付書類について 

損益計算書、販売費及び一般管理費明細書、製造原価報告書をすべての事業者が提出してください。 

 

７頁 

１－４.補助事業者様の社名等や所在地の変更等(上記のとおり補助事業の承継は事前承認が必要です。) 

 

 補助事業者様の社名、…中略・・・ 
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※本システムから「社名(所在地)等変更届出書(参考様式 16)は作成できません 

 

１３頁 

誤 知的財産権等の譲渡又は実施権の設定  有  

⇒ 

正 知的財産権等の譲渡又は実施権の設定  有 (「出願中」の場合も含む) 

 

１７頁 

誤 ２０１４年０７年０９日  ２０１４年０７年０９日  未入力 

⇒ 

正 ２０１５年０５年０９日  ２０１５年０５年０９日  未入力 

 

２１頁 

誤 ２０１４年０７年０９日  ２０１４年０７年０９日  ２０１４年０７年０９日 未入力 

⇒ 

正 ２０１５年０５年０９日  ２０１５年０５年０９日  ２０１５年０５年０９日 未入力 

 

２３頁  登録日 

誤   ２０１４年０７年０９日  

⇒ 

正  ２０１５年０５月０９日   

 

２４頁、２５頁  文書発信年月日 

誤  ２０１４年０７年１０日  

⇒ 

正  ２０１５年０５月１０日   

 

 

  



3 

 

 

 

４４頁 

様式第１３ 

受付番号 を追加してください。 

年 月 日 

 

愛知県地域事務局 

会長 鶴田 欣也 殿 

 

申請者住所(郵便番号、本社所在地) 

氏   名(名称、代表者の役職及び氏名) 

 

連絡担当者(職名及び氏名) 

※ 共同申請の場合、補助事業者ごとに申請 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

 

 

平成２４年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金 

事業化状況・知的財産等報告書 

 

 

事業計画名(                      ) 

 

平成  年  月  日付け  第   号をもって  後略 

 

 

 

４６頁  の 補足説明 

様式第１３の別紙 

事業化状況等の実態把握調査表(平成 年 月  日①～平成  年  月 日②) 

初回の報告では①は交付決定年月日、②は平成 27年 3月 31日となります。 

 

３月３１日決算の場合は考慮することなくこの期間に対応した決算書を付けて頂ければ結構です。 

次の場合は、調整が必要です。 

 

たとえば、３月決算の場合で、平成２５年７月２５日に交付決定され、平成２６年４月に事業終了し、５月末

に補助金の支払いを受け、平成２６年７月１日から成果活用型の生産転用の承認をうけて、事業を開始した場合、

平成２７年３月３１日までに確定した決算は平成２７年３月３１日の１期分となります。 

交付決定通知書をもとに手

書きしてください 

手書きしてください 

手書きしてください 
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また、費用収益対応の原則から、事業化に関する状況についての販売金額は、平成２５年７月２５日に交付決

定され、平成２７年３月３１日までに販売したものを計上します。 

たとえば、３月決算の場合で、平成２５年７月２５日に交付決定され、平成２６年１月に事業終了し、２月末

に補助金の支払いを受け、平成２６年３月１日から成果活用型の生産転用の承認をうけて、事業を開始した場合、

平成２７年３月３１日までに確定した決算は平成２６年３月３１日と平成２７年３月３１日の２期分となりま

す。 

また、費用収益対応の原則から、事業化に関する状況についての販売金額は、平成２５年７月２５日に交付決

定され、平成２７年３月３１日までに販売したものを計上します。 

 

たとえば、８月決算の場合で、平成２５年７月２５日に交付決定され、平成２６年４月に事業終了し、５月末

に補助金の支払いを受け、平成２６年７月１日から成果活用型の生産転用の承認をうけて、事業を開始した場合、

平成２７年３月３１日までに確定した決算は平成２６年８月３１日の１期分となります。 

また、費用収益対応の原則から、事業化に関する状況についての販売金額は、平成２５年７月２５日に交付決

定され、平成２６年８月３１日までに販売したものを計上します。 

 

たとえば、８月決算の場合で、平成２５年７月２５日に交付決定され、平成２６年６月に事業終了し、８月末

に補助金の支払いを受け、平成２６年１０月１日から成果活用型の生産転用の承認をうけて、事業を開始した場

合、平成２７年３月３１日までに確定した決算は平成２６年８月３１日の１期分となります。 

また、費用収益対応の原則から、事業化に関する状況についての販売金額は、平成２５年７月２５日に交付決

定され、平成２６年８月３１日までに販売したものを計上します。この場合、販売金額は０です。 

 

現在の事業化までに関する状況について 

 

設備投資のみについては、事業化ありを選択してください。 

そのうえで、第１段階から第５段階までを選択してください。 

 

試作開発＋設備投資、試作開発のみの累計で申請された方で、様式第１２を申請された方も同様です。 

事業化ありを選択してください。そのうえで、第１段階から第５段階までを選択してください。 

 

５４頁 

誤  ②「控除額：Ｃ」とは、補助事業に要した経費のうち、補助事業者が自己負担によって支出した額・・・ 

正  ②「控除額：Ｃ」とは、補助事業に要した経費のうち、補助事業者が補助事業年度に自己負担によって支

出した額(以下、自己負担額という)・・・ 


